
令和７年(2025年)3月１０日（月）

再エネ発電事業に関する説明会

（豊丘ダム発電所）

北信発電管理事務所



はじめに （説明会の趣旨 ・ 説明会の進め方）

 本説明会は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づき、再エネ発電事業の実施にあたり、事業者から、周辺地域に

お住まいの方や発電所に隣接して土地をお持ちの方へ、事業の計画及び事業の実施に伴う周辺地域への影響とその予防措置についてご説明し、

事業への理解を深めていただくことを目的に開催します。

説明会の趣旨
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 資源エネルギー庁が策定しているガイドラインに基づき進めてまいります。

 事業者から、再エネ発電事業計画の概要、事業の影響と予防措置についてご説明した後、皆様からご質問・ご意見をお受けします。

なお、本日の説明会後も、一定の期間、質問等をお受けします。 （後ほど、ご説明します。）

 説明会開催時間 （１４時00分～15時00分） の間、途中参加および途中退出は自由です。

 制度上、出席者名簿及び説明会の録音・録画を提出・保管することが求められております。

本日、ご出席いただいた皆様のプライバシーに配慮し、録音および背面から説明者が映る角度で録画をさせていただいておりますので、

ご理解・ご協力をお願いします。

※ 録音・録画のデータは適切に管理し、対外公表はいたしません。

※ 事業者が上記以外の方法で録音・録画を行うことや、事業者以外が説明会の録音・録画を行うことはできません。

説明会の進め方



豊丘ダム発電所大規模改修事業の概要

大規模改修工事に到る経緯

〇豊丘ダム発電所は、ダムを管理する設備の電源用として平成６年発電を開始しました。

〇令和３年４月建設部から企業局への移管を期に、本工事で発電設備を取替えます。

（１）既存施設の有効活用と最適機器選定により、発電能力を増強し年間約１２０世帯分
増加を見込んでいます。

（２） 最新のAI・IoT技術等を用い、保守管理の省力化と保安の向上を両立させた設備を
整備します。

（３）災害拠点となる発電所（大規模停電等の非常時に周辺地域へ電源供給）を目指します。

※従前に比べて高性能の発電設備を採用することで、出力増を図ります。
※従前と同様の利水従属運用であり、工事中も含めて、発電施設更新に伴うダム・貯水池

運用や河川下流の水利用への影響は生じません。
※既存バルブ室は現状のままでの活用を基本としており、発電施設の更新に伴う主要構

造の変更は生じません。

改 修 概 要

発電所 想定諸元

区 分 改修前 改修後 増減

最 大 出 力 150kW 178kW 28kW増

最 大 使 用 水 量 0.40m3/s 0.40m3/s -

有 効 落 差 54.9m 56.4m 1.5m増

年 間 発 電
電 力 量

700千kWh程度
（約190世帯）

1,123千kWh程度
（約310世帯）

423千kWh程度増
（約120世帯増）

項目
令和4年度
（2022）

令和5年度
（2023）

令和6年度
（2024）

令和7年度
（2025） 備 考

調査・設計

機器設計・製作

現地工事
令和7年4月
試運転開始予定

項 目 内 容

事業名 豊丘ダム発電所大規模改修工事

設計施工
協栄電気興業・建設技術研究所
豊丘ダム発電所大規模改修工事共同企業体

契約工期 令和４年３月31日～令和７年６月30日

工事スケジュール

施 工 業 者

旧設備撤去

新設備設置
5/22着手

4/16着手 5/20完了

 スケジュールは、今後の事業進捗により変更となる可能性があります。

無水有水試験

発電開始
R7.4
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既設発電所



事業実施場所 豊丘ダム発電所
(須坂市大字豊丘字乳山3321番の14及び同地先)

豊丘ダム発電所大規模改修事業の概要
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事項 事業計画内容

認定申請を行おうとする事業者 長野県企業局

電源種 水力発電

設置形態 ダム式

出力 1７８kW

実施場所 須坂市大字豊丘字乳山3321番の14及び同地先

災害時の活用可能性 自立運転機能 ・・・ 有 コンセントにより給電 ・・・ 有
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再生可能エネルギー発電事業計画の概要

再生可能エネルギー発電事業計画とは

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法では、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用した発電事業を行う場合、国が定める要件を満た
す事業計画を策定し、認定を受けることが求められています。事業計画が、「再エネ電気の利用の促進に資する」、「円滑かつ確実に事業が行われる」、「安定的かつ効
率的な発電が可能である」ことが見込まれる場合、経済産業大臣が認定します。

豊丘ダム発電所大規模改修事業の概要

参考：小渋えんまん発電所
非常用コンセント



関係法令遵守状況

関係法令 手続要否 許可等取得状況

★森林法に基づく林地開発許可 該当なし ―

★宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内・特定盛土等規制区域内の工事許可 該当なし ―

★砂防法に基づく砂防指定地における行為許可、砂防設備の占用許可 必要 R5.12許可済

★地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域内又はぼた山崩壊防止区域内の行為許可 該当なし ―

★急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可 該当なし ―

国土利用計画法に基づく土地売買等届出 該当なし ―

都市計画法に基づく開発許可 該当なし ―

建築基準法に基づく建築確認申請 該当なし ―

河川法に基づく工作物新築等許可、河川区域内の土地占用・掘削許可 必要 R5.12許可済

港湾法に基づく港湾区域内の水域又は港湾隣接地域における占用許可、臨港地区内の行為届出 該当なし ―

海岸法に基づく海岸保全区域等内の占用・行為許可 該当なし ―

景観法に基づく景観計画区域・景観地区内の行為届出 該当なし ―

◆須坂市景観計画に基づく届出 不要 ―

農業振興地域の整備に関する法律に基づく市町村の農業振興地域整備計画の変更手続 該当なし ―

農地法に基づく農地転用許可 該当なし ―

森林法に基づく保安林指定解除手続、伐採及び伐採後の造林の届出 該当なし ―

文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出、史跡・名勝・天然記念物指定地の現状変更許可 該当なし ―

土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届出 該当なし ―

自然公園法に基づく特別地域・特別保護地区内の行為許可 該当なし ―

自然環境保全法に基づく自然環境保全地域内の行為許可 該当なし ―

絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区の管理地区等内の行為許可 該当なし ―

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区の特別保護地区の区域内の行為許可 該当なし ―

環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続 該当なし ―

電気事業法に基づく工事計画、主任技術者の選任、保安規程の各届出 必要 R6.1受理済

★・・・ 再エネ発電事業計画の認定申請前に必要な許認可 ◆・・・ 自然環境の保全又は良好な景観の保全を目的とする条例 5

 関係法令及び手続の状況については下表のとおりです。 なお、法令（下表以外も含みます。）を遵守するための実施体制は、資料7ページのとおりです。



土地権原取得状況、工事スケジュール

工事スケジュール

 着工予定時期 令和６年(2024年) ４月

 運転開始予定時期 令和７年（2025年） ４月 （試運転） 令和７年（2025年） ７月 （完成後運転開始）

土地権原取得状況

 発電所は、従来豊丘ダムの管理用発電設備として使用していた発電所建屋に建設し、当該土地は長野県が所有しています。
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項目
令和4年度
（2022）

令和5年度
（2023）

令和6年度
（2024）

令和7年度
（2025）

備 考

調査・設計

機器設計・製作

現地工事
令和7年4月
試運転開始予定
令和7年7月
完成後運転開始予定

旧設備撤去

新設備設置

5/22着手

4/16着手 5/20完了

無水有水試験

発電開始 R7.4



予定している保守点検責任者について

事業実施体制図

事項 事業計画内容

発電設備の名称 豊丘ダム発電所

発電設備の設置場所 須坂市大字豊丘字乳山3321番の14及び同地先

事業者名 長野県企業局

保守点検責任者 下記 事業実施体制図のとおり

長野県企業局
代表者 公営企業管理者 吉沢 正
連絡先 026-235-7375

【事業者】

【保守点検責任者】

長野県企業局
北信発電管理事務所

坂口 一樹 （電気主任技術者）
連絡先 026-283-7041

【主任技術者】

【設置者】

長野県企業局
代表者 公営企業管理者 吉沢 正
連絡先 026-235-7375

（工事発注者）
長野県企業局北信発電管理事務所
代表者 所長 佐藤 英司
担当者 坂口 一樹
連絡先 026-283-7041

協栄電気興業・建設技術研究所
豊丘ダム発電所大規模改修工事共同企業体
代表企業 協栄電気興業（株）
代表取締役社長 渡辺 修

連絡先 026-222-5656

【設置工事請負業者】

事業実施体制について

 下記体制表のとおり調達期間にわたり安定的かつ効率的な再生可能エネルギー電気の供給を維持する体制と
します。

 当該設備に関し、事故発生、運転停止、発電電力量の低下などの事態が発生した時の対応方針を関係者間で
事前に定め、発生時に関係者との連携が円滑に実施できる体制とします。

 保守点検責任者が変更となる場合は、変更認定申請書にて速やかに報告します。
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（該当なし）

【出資者】

長野県企業局
北信発電管理事務所

所長 佐藤 英司
連絡先 026-283-7041



発電所大規模改修計画

下流側

平面図
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ダム側

1階平面図水車室平面図



発電所大規模改修計画

下流側

断面図
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ダム側

手前：下流側
奥：ダム側



事業の影響と予防措置について
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説明項目

（１） 安全面の影響及び予防措置

① 斜面への設置

② 盛土・切土

③ 地盤強度

④ 排水対策

⑤ 法面保護・斜面崩落防止策

⑥ 防災施設の先行設置

⑦ 設備設計

⑧ 施工後の管理の継続性

⑨ 事業終了後の措置

（２） 景観面の影響及び予防措置

（３） 自然環境・生活環境面の影響及び予防措置

① 騒音・振動

② 水の汚れ／濁り

③ 流量等への影響

（４） 再エネ発電事業に伴い生じ得る
廃棄物の撤去等に関する影響及び予防措置

① 設備の廃棄に係る廃棄費用の総額

② 廃棄費用の算定方法

③ 廃棄費用の積立開始時期及び終了時期

④ 廃棄費用の毎月の積立単価

⑤ 設置及び解体工事に伴って発生する産業廃棄物の種類（汚泥・コンクリートがら、その他廃
材等）及び残土の種類 （掘削残土・浚渫残土等）ごとの排出見込量

⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令への遵守体制等

⑦ 土地開発に係る許認可等に基づき、発電事業終了後の土地の現状回復義務を負う場合は
その内容



事業の影響と予防措置について

事項 計画内容および対策

① 斜面への設置 • 発電所は既設発電所建屋内に発電設備を設置します。

② 盛土・切土 • 既設発電所内に発電設備を設置するため、盛土及び切土の施工はありません。

③ 地盤強度 • 発電設備は既設発電所の建屋内の既存のコンクリート基礎に設置するため、地すべりや軟弱地盤等、土地の安定
性に影響を与えません。

④ 排水対策 • 雨水や湧水は、既設発電所の排水施設を使用します。

⑤ 法面保護・斜面崩落防止策 • 既設発電所内へ発電設備を設置するため、法面保護・斜面崩落防止策の施工はありません。

⑥ 防災施設の先行設置 • 既設発電所内へ発電設備を設置するため、防災施設の先行設置はありません。

⑦ 設備設計 • 既設発電所の既存のコンクリートを基礎とした施設内に発電設備を設置するため、既存施設への影響を最小化し
た施設設計を行います。

⑧ 施工後の管理の継続性 • 施工後は、県内における発電所の建設および維持管理の実績を有する長野県企業局が設置者として維持管理を
行う予定であり、安定的かつ効率的な再生可能エネルギー電気の供給を行う体制を確保します。

⑨ 事業終了後の措置 • 固定価格買取制度（ＦＩＴ）事業期間（20年）終了後も設備修繕や更新を行い、発電を継続します。
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（１） 安全面の影響及び予防措置



事業の影響と予防措置について
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（２） 景観面の影響及び予防措置

 今回の発電事業は、既設発電所建屋内への発電設備設置のため、景観面の影響はありません。

 須坂市景観計画における景観計画区域は須坂市全域であり、豊丘ダム発電所は一般地域に分類されます。

 下表に該当する行為は行いませんので、須坂市景観計画の届出対象外です。

須坂市景観計画 抜粋 発電所建屋外観図

5
9

0
0



事業の影響と予防措置について

事項 計画内容および対策

① 騒音・振動 騒音規制法および振動規制法で定める指定区域および規制地域ではなく、近隣に民家等がないことから、騒音および振動による
生活環境面への影響は生じないと考えられますが、下記の対策を行います。

設備稼働時 • 稼働時間帯 24時間 （点検等による停止を除き毎日）
• 電気工作物保安規程に基づき、異常の有無等について定期的に点検を行います。

工事中 • 作業時間帯 8:00～17:00 （土日、祝日は現場休工）
• 工事中の騒音・振動については、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」に基づき指定された低騒

音型建設機械を使用するとともに、夜間・休日などの作業を原則行わないなどの対策を行います。

② 水の汚れ／濁り 設備稼働時 • 使用する機器は、オイルレス化を図ることで、河川水の汚れ・濁りの発生を回避します。

工事中 • 使用する重機等は、必ず使用前点検を実施して油等の漏洩が無いか確認をします。異常があった場合は、速や
かに修理を実施してから作業を行います。

• 作業終了後は、再度油の漏洩を確認して重機等を河川等から十分離隔をとった場所へ移動をさせます。加えて、
オイルマット等を敷き、油の漏洩が発生した場合の被害拡大を防ぎます。

• 施工中に濁水が発生する場合は、水質汚濁にかかる環境基準を満足するよう適切に処理を行い放流します。

③ 流量等への影響 • 従前と同様の利水従属運用であり、発電設備更新に伴うダム・貯水池運用や河川下流の水利用への影響は生じません。

最大使用水量：0.4㎥/s
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（３） 自然環境・生活環境面の影響及び予防措置



事業の影響と予防措置について

事項 計画内容および対策

① 設備の廃棄に係る廃棄費用の総額 18,480,000円

② 廃棄費用の算定方法 建設費の５％

③ 廃棄費用の積立開始時期及び終了時期 積立開始時期 ： 令和７年（202５年）７月 積立終了時期 ： 令和2７年（204５年）６月

④ 廃棄費用の毎月の積立単価 77,000円 (18,480,000÷20年÷12ヶ月）

⑤ 設置及び解体工事に伴って発生する産業廃棄
物の種類（汚泥・コンクリートがら、その他廃材等）
及び残土の種類（掘削残土・浚渫残土等）ごとの排
出見込量

［小水力発電所の設置に伴う見込量］

コンクリートがら ： ５.0㎥程度
アスコンがら ： 1.5㎥程度
金属くず ： 既設機器類 1.2ｔ程度
廃電池類 ： 既設機器 0.4ｔ程度

［事業終了後、解体する場合の見込量］

コンクリートがら ： なし
その他 ： 発電機、制御盤、ケーブル等
掘削残土、浚渫残土 ： なし

⑥ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係
法令への遵守体制等

事業で産業廃棄物が発生する場合、その処理状況について報告するよう工事請負業者に指導徹
底するほか、施工計画書への明記、運搬・処理委託契約の確認、処理伝票写しの提出など、随時、
実施状況を確認します。

（関係法令の遵守体制は、7ページに記載のとおり）

⑦ 土地開発に係る許認可等に基づき、発電事業終
了後の土地の現状回復義務を負う場合はその内容

調達期間（20年間）にとどまらず事業を継続する方針です。
（なお、事業を終了する際には、事業者において設備を撤去します。）
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• 再エネ特措法に基づく調達期間/交付期間終了後も事業を継続し、また適宜設備を更新することで、長期にわたり安定的に発電を継続するよう努めます。

• なお、事業を終了する場合も想定し、発電設備の解体・撤去及びそれに伴い発生する廃棄物の処理に係る費用の総額を算定し、その費用については、計
画的に積立等を行い確保する計画です。

（４） 再エネ発電事業に伴い生じ得る廃棄物の撤去等に関する影響及び予防措置 ※ 事業終了後の措置



説明会後の質問募集について

事項 内容

質問等の受付期間 令和7年３月25日（火）まで

※ 電子メールは、上記期間内に受信したもの
郵送の場合は、上記期間内の消印があるものについて、受け付けます

質問等の提出方法および提出先 書面にて、氏名を記載のうえ、ご提出ください

提出先 ： 長野県企業局北信発電管理事務所 あて

【電子メール】
hokuhatsu@pref.nagano.lg.jp 

【郵送】
〒381-223１ 長野県長野市川中島町四ツ屋100

質問等への回答方法 説明会開催案内の時と同様に、書面にて回答をお届けします

※ 各質問等提出者に対しての個別回答はいたしかねますのでご了承ください

※ 実質的に重複する内容の質問等があった場合は、質問等の趣旨が損なわれない範囲内で
一つの質問等にまとめさせていただいた上で、回答させていただく場合があります
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 本日の説明会開催後、電子メールまたは郵送にて、質問等をお受けします。

 その他ご不明な点がありましたら、下記までお問合せください

長野県企業局北信発電管理事務所 （担当：坂口） 電話 026－283－7041 ［土日、祝日除く 9:00～17:00］

※ 書面でお答えする対象は、上表のとおり、期間内にお受けした書面 （電子メール及び郵送） のみとなりますので、ご注意ください


